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監査役の報酬額改定および株式報酬型ストックオプションの内容決定について 
                                       
当社は、平成１８年４月１３日開催の取締役会において、監査役に対する報酬額改定お

よび株式報酬型ストックオプションの内容決定の議案を、平成１８年５月２５日開催予定

の当社定時株主総会に、下記のとおり提案することを決議いたしましたのでお知らせいた

します。 
議案の概要は、監査役に対する退職慰労金制度に代えて会社法（平成１７年法律第８６

号）第２３６条、第２３８条および第２３９条の規定に基づき、同等の価値を有する新株

予約権を株式報酬型ストックオプションとして監査役に対して発行することに伴い、監査

役に対する会社法第３８７条第１項に規定される報酬等として、報酬額の増額及び新株予

約権の内容の承認をお願いするものであります。 
 

記 
 
総会提案議案 監査役の報酬額改定および株式報酬型ストックオプションの内容決定の件 
【議案提案の理由】 

当社は、監査役の報酬の一部について、退職慰労金制度に代えて同等の経済価値を   

有する新株予約権を、株式報酬型ストックオプションとして発行することといたしま 

した。 

会社法(平成１７年法律第８６号)施行前におきましては、ストックオプションにつ   

  いて、株主様以外の方に対し特に有利な条件で新株予約権を発行するものとして、そ 

  の発行手続きにおいては特別決議によるご承認となっておりましたが、会社法施行後 

は、ストックオプションとして発行される新株予約権が、取締役および監査役の報酬 

等に該当すると位置づけられたことおよび平成１７年１２月２７日に企業会計基準委 

員会から公表された企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」 

により会計上の費用化が実施されることに伴い、従来ご承認いただいておりました監 

査役の報酬等の額の変更のご承認をお願いすることといたしました。 



  

 

【議案の内容】 

１．当社の監査役報酬額は平成７年５月２５日開催の第１５０期定時株主総会において、 

月額５００万円以内とする旨ご承認いただき今日に至っておりますが、当該月額の監査 

役報酬額とは別枠として、会社法第３８７条第１項に規定される報酬等としてストック    

オプションによる報酬等の額である年額２，０００万円以内の報酬額の増額をお願いす

るものであります。 

また、上記報酬額の変更に加え、会社法第３８７条第１項に規定に基づき、以下２． 

以降の内容のとおり、新株予約権を付与することにつきご承認をお願いするものであり 

ます。 

 なお、当社の現在の監査役は３名でありますが、監査役選任議案が原案どおり承認可 

決されますと５名になります。 

 

２．また、このストックオプションとして監査役に発行する新株予約権の内容は次のもの

といたしたく存じます。 

    

（１） 新株予約権の目的である株式の種類及び総数 

新株予約権の総数 ４０個を各事業年度に係る定時総会開催日の翌日以降１年間

に発行する新株予約権の上限とする。 

新株予約権の目的である株式の種類及び数 普通株式４０，０００株を各事業度 

に係る定時総会の翌日以降１年間に発行する新株予約権を行使することにより交付 

を受けることができる株式数の上限とする。 

    各新株予約権の目的である株式の数は１，０００株とする。 

なお、当社が、会社分割（株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき

同じ。）、株式併合、または資本の減少等を行うことにより、株式数の変更をするこ

とが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 

 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額１円に各新株予約

権の目的である株式の数を乗じた金額とする。 

 

（３）新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権の募集要項を決議する新株予約権の割当日の翌日より２０年間とする。 

 

（４）譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す 

るものとする。 

 

（５）新株予約権の行使の条件 



  

 

  上記（３）に拘わらず、新株予約権者は、原則として当社の監査役の地位を喪失した

日の翌日から新株予約権を行使することができるものとし、その他の新株予約権の行使

の条件については、本新株予約権の募集事項を決定する株主総会または取締役会におい

て定める。 

 

なお、商法(明治３２年法律第４８号)が改正されて会社法(平成１７年法律第８６号)が

平成１８年５月１日に施行されました。会社法施行前におきましては、ストックオプショ

ンについて、株主様以外の方に対し特に有利なる条件をもって新株予約権を発行するもの

として、その発行手続において株主総会の特別決議によるもので、監査役の報酬としての

決議ではありませんでしたが、会社法の施行に伴い、会社法の下においてはストックオプ

ションの付与が監査役に対する報酬等に該当することとなりました。そこで、今後につき

ましては、新株予約権の公正価額を払込金額とし、当該払込金額を監査役の当社に対する

報酬債権をもって相殺することを条件として、当社取締役会の決議によりストックオプシ

ョンとしての新株予約権を発行する方法へ変更いたします。 

 
以 上 

 


